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はじめよう !はじめよう !
障害者雇用ハンドブック

障害のある人もない人も
共に歩み幸せに暮らすために

茨城県では、平成27年４月に「障害のある

人もない人も共に歩み幸せに暮らすための

茨城県づくり条例」を施行し、誰もが安心

して楽しく暮らすことができ、共に夢や幸

せを追求できる真に平等な社会の実現を目

指しています。

本冊子では、はじめて障害者雇用に取り組

む事業者様向けに障害者雇用の進め方や関

係機関をご紹介します。

茨 　ひより

（茨城県公認 Vtuber）

茨城県

助成金等 目的 概要 助成内容 お問い合わせ

トライアル雇用

助成金

(障害者トライア

ルコース)

就職が困難な障

害者に対し、試行

雇用を行う事業主

に助成することに

より、早期就職の

実現や雇用機会

の創出を図る

試行雇用を行う事
業主に対して助成
し、障害者雇用に
ついての理解を促
進し、試行雇用後
の継続雇用への移
行を促進する

所定労働時間が週10
～20時間未満の障害
者を、3～12ヶ月の期
間をかけながら、20
時間以上の勤務を目
指して試行雇用を行う
事業主に対して助成

ハローワーク

または

茨城労働局助成

金事務センター

029-297-

7235

トライアル雇用

助成金

(障害者短時間

トライアルコース)

ハローワーク

または

茨城労働局助成

金事務センター

029-297-

7235

ハローワーク

または

茨城労働局助成

金事務センター

029-297-

7235

茨城県産業戦略部
産業人材育成課

029-301-

3656

障害者などの就職
が特に困難な者や、
発達障害者または
難病患者を雇い入
れることにより、雇
用機会の増大と雇
用の安定を図る

特定求職者雇用
開発助成金
（特定就職困難
者コース、発達
障害者・難治性
疾患患者雇用開
発コース）

対象労働者の類型
や企業の規模に応
じて、総額30万～
240万円（最長3
年間）

・訓練期間は１ヶ月
(訓練時間は100
時間を標準)
・受講料は無料
(通所費・食事代等
の実費は訓練生の
自己負担)

対象労働者１人に
つき、最大で月４
万円（最長12か
月間）

ハローワーク等の紹介
により、継続して雇用
する労働者等として
雇い入れる事業主に
対して助成

訓練生と企業のマッ
チングができ次第、随
時実施

障害者一人ひとり
の障害特性や希
望に応じて、訓練
先(事業所等)や
訓練内容を決 定
する「オーダーメイ
ド型」の職業訓練
を実施することに
より、就労に必要
な技能を習得する

ハローワーク等の紹

介により、一定期間

(※)試行的に雇用

する場合

※原則３か月、精神

障害者の場合は、６

～12か月

支給対象者1人に

つき月額最大4万

円（最長3ヶ月）

精神障害者の場

合は月額最大４～

8万（最長6ヶ月）

※助成金を受給するためには、受給要件や支給申請期間に注意が必要です。詳しい内容は、ハローワークにお問い合わせ下さい。

実践能力習得訓
練（公共職業訓
練）
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県内13か所のハローワークでは、障害者を雇用している、 また

は雇用しようとしている事業主に、 雇用管理上の配慮等につい

ての助言や、 必要に応じて茨城障害者職業センター等の専門機

関の紹介、各種助成金の案内を行っています。

事業主の皆様に対し、障害者雇用に関する情報提供及び採用計画から職場定着、職場復帰に

至るまでの雇用管理について、ニーズに応じて相談、支援を行っています。 

（住所:笠間市鯉淵6528-66/tel:0296-77-7373） 

障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携

拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談 ・ 支援を行います。

施設名 住所 電話番号 管轄区域

水戸地区障害者就業・

生活支援センター

水戸市赤塚 1-1

ミオスビル 2F

029-309-6630 水戸市 笠間市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

障害者就業・生活支援

センターまゆみ

日立市多賀町

2-18-6 三協ビ

ル 1 階 C 号

0294-36-2878 日立市 高萩市 北茨城市

障がい者就業・生活支援

センターＫＵＩＮＡ

ひたちなか市長

砂 1561-4

029-202-0777 常陸太田市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 東海村

大子町

かしま障害者就業・生活支援

センターまつぼっくり

鹿嶋市国末

1539-1

0299-82-6475 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市

鉾田市

障害者就業・生活支援

センターかい

石岡市鹿の子

4-16-52

0299-22-3215 土浦市 石岡市 かすみがうら市

つくばＬＳＣ障害者就業・

生活支援センター

つくば市みどり

の 1 丁目 32-9

029-836-7200 常総市 つくば市

つくばみらい市

障害者就業・生活支援

センターかすみ

土浦市真鍋新町

1-14

029-827-1104 龍ケ崎市 取手市 牛久市

守谷市 稲敷市 美浦村 阿見町

河内町 利根町

障害者就業・生活支援

センターなかま

筑西市茂田

1740

0296-22-5532 筑西市 結城市 桜川市 下妻市

八千代町

障害者就業・生活支援

センター慈光倶楽部

坂東市生子

1617

0280-88-7690 古河市 坂東市 五霞町 境町

就労希望の障害者

ハローワーク

ナカポツセンター

茨城障害者

職業センター

就労移行

支援事業所等

行政機関
(福祉事務所/保健所等)

特別支援学校 医療機関

相談

求職活動支援

基礎訓練

のあっせん

送り出し

依頼

連携

サービスの

利用調整

医療の相談

助言・援助

就業支援 生活支援

●
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従業員が一定数以上の規模の事業主は、 従業員に占める障害者の割合を 「法定雇用

率」 以上としなければならないこととなっています。(障害者雇用促進法43条第1項) 

※１ 常用雇用労働者(※2)

数に法定雇用率を乗じ、

小数点以下を切捨てた数

※２ １年を超えて雇用され

ている、または、1年を超え

て雇用される見込みがあ

る者を言います。

※３ 2024 （R6） 年４月

から、 一定数を超えて障害

者を雇用する場合、 超過

人数 分 の 調 整 金 及 び 報

奨金の支給額が減額となり

ます。

※4 詳しくは、 （独） 高齢 ・

障害 ・ 求職者雇用支援機

構H Pをご覧

ください。

※1 障害の等級が１級ま

たは２級の身体障害者 等

※２ 障害の程度がマルA

（最重度） またはA （重度）

の知的障害者 等

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る制度です。

常用雇用労働者が100人を超える月が４月～３月の１年間を通して

５か月以上ある事業主に申告義務があります。

法定雇用障害者数 （※１） を下回った場合 （納付金） や上回った場合

（調整金または報奨金） に下表のとおり一定額の徴収または支給が

行われます。納付金は調整金や報奨金、助成金等の原資となります。

（障害者雇用納付金制度の概要）

（障害区分に応じた算定方法）

（令和８年４月１日現在）


